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協議事項 

【説明資料】 

 

三田市都市計画道路の見直し方針（素案）について 
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１
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
背
景

都
市
計
画
決
定
後
に
長
期
間
事
業
化
さ
れ
て
い
な
い
道
路
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

事
業
予
定
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
計
画
法
に
よ
る
一
定
の
建
築
制
限
が
か
さ
れ
て

い
ま
す
。

P
.1

本
市
が
目
指
す
べ
き
都
市
の
将
来
像
に
沿
っ
て
、
都
市
計
画
道
路
の
機
能
と
役
割
を
再
検
証

し
、
「
選
択
と
集
中
」
に
よ
り
重
点
化
を
図
り
な
が
ら
、
既
存
ス
ト
ッ
ク
を
有
効
に
活
用
し

つ
つ
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
兵
庫
県
主
導
の
も
と
、
2回

の
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
を
実
施
し
て
お
り
、

今
回
は
市
主
導
に
よ
る
3回

目
と
な
る
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
を
行
う
た
め
、
「
三
田
市
都

市
計
画
道
路
見
直
し
方
針
」
を
定
め
る
も
の
。

● ●

人
口
減
少
社
会
や
少
子
高
齢
化
の
到
来
な
ど
に
よ
り
、
都
市
計
画
決
定
時
か
ら
社
会
経
済
情

勢
も
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

●

-3-



２
章

都
市
計
画
道
路
と
は

都
市
計
画
道
路
は
、
都
市
の
将
来
像
を
達
成
し
、
円
滑
な
都
市
交
通
と
良
好
な
都
市
環
境
を

形
成
す
る
た
め
に
、
都
市
活
動
を
支
え
て
い
る
根
幹
的
な
施
設
で
あ
り
、
都
市
計
画
法
に
基

づ
き
定
め
る
道
路
で
す
。

P
.２

（
１
）
都
市
計
画
道
路
と
は

（
２
）
都
市
計
画
道
路
を
定
め
る
意
義

1
）

計
画
段
階
に
お
け
る
区
域
の
明
確
化

都
市
施
設
の
整
備
に
必
要
な
区
域
を
、
都
市
計
画
で
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
長
期
的
な
視
点

か
ら
計
画
的
な
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
円
滑
で
着
実
な
都
市
施
設
の
整
備
を
図
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

2
）

住
民
の
合
意
形
成
の
促
進

将
来
の
都
市
に
お
い
て
必
要
な
施
設
の
規
模
、
配
置
を
明
確
に
し
、
広
く
住
民
に
示
す
こ
と

で
、
計
画
の
実
現
に
向
け
た
合
意
形
成
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

3
）

円
滑
に
整
備
を
進
め
る
た
め
の
建
築
抑
制

円
滑
に
整
備
を
進
め
る
た
め
に
市
民
や
土
地
所
有
者
の
協
力
の
も
と
、
都
市
計
画
法
に
よ

り
都
市
計
画
道
路
の
区
域
内
に
お
い
て
、
一
定
の
規
模
等
を
超
え
た
建
物
が
制
限
さ
れ
ま

す
。

4
）

土
地
利
用
と
都
市
施
設
の
計
画
間
の
調
整

都
市
内
に
お
け
る
土
地
利
用
と
、
市
民
の
生
活
を
支
え
る
道
路
な
ど
を
、
総
合
的
に
計
画

、
調
整
す
る
こ
と
で
、
一
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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２
章

都
市
計
画
道
路
と
は

P
.２
～
３

（
３
）
都
市
計
画
道
路
の
機
能

都
市
計
画
道
路
の
機
能
と
し
て
、
人
や
モ
ノ
の
移
動
を
確
保
す
る
た
め
の
「
交
通
機
能
」

、
日
照
の
確
保
や
災
害
時
の
避
難
通
路
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
を
収
容
す
る
た
め
の
「
空
間

機
能
」
、
都
市
の
骨
格
を
構
成
す
る
た
め
の
「
市
街
地
形
成
機
能
」
を
有
し
て
い
ま
す
。

（
４
）
都
市
計
画
道
路
の
種
別
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２
章

都
市
計
画
道
路
と
は

P
.３

（
５
）
都
市
計
画
道
路
に
お
け
る
区
域
内
の
建
築
制
限

都
市
計
画
道
路
が
決
定
さ
れ
て
い
る
区
域
内
の
土
地
に
は
、
将
来
道
路
を
建
設
す
る
際
に

大
き
な
支
障
と
な
ら
な
い
建
物
の
み
建
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
制
限
が
か
さ
れ
て
い
ま

す
。

（
都
市
計
画
道
路
は
、
将
来
の
事
業
の
円
滑
な
施
行
を
確
保
す
る
た
め
に
法
第
53
条
・
法

第
54
条
に
よ
る
建
築
制
限
を
行
っ
て
い
る
。
）

▼
計
画
区
域
内
で
の
建
築
制
限
（
法
第
53
条
制
限
）

建
築
が
許
可
さ
れ
る
も
の
の
例
(
法
第
5
4
条
許
可
基
準
)

①
階
数
が
2階

以
下
で
、
か
つ
、
地
階
を
有
し
な
い
も
の

②
主
要
構
造
部
が
木
造
、
鉄
骨
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
な
ど
移
転
や
撤
去
が
容
易
な
も
の
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３
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
必
要
性

P
.４
～
６

（
１
）
三
田
市
の
都
市
計
画
道
路
の
現
状

本
市

は
43

路
線

、
65
,4
76

ｍ
の

都
市

計
画

道
路

を
有

し
て

お
り

、
幹

線
街

路
が
38

路
線

63
,
75
0
ｍ
、
区
画
街
路
は
4
路
線
1,
66
0
ｍ
、
特
殊
街
路
は
1
路
線
66
ｍ
が
決
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
幹
線
街
路
が
多
く
は
昭
和
48
年
に
都
市
計
画
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
２
）
三
田
市
の
都
市
計
画
道
路
の
整
備
状
況

本
市
の
都
市
計
画
道
路
は
、
幹
線
街
路
、
区
画
街
路
、
特
殊
街
路
の
43
路
線
約
65
.5
㎞
が

あ
り
、
そ
の
う
ち
整
備
済
区
間
が
約
55
.4
㎞
、
概
成
済
区
間
が
約
6.
6
㎞
、
事
業
中
区
間

が
約
0.
9㎞

、
未
着
手
区
間
が
約
2.
5㎞

あ
り
、
整
備
率
は
約
84
.7
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

区
分

路
線
数

計
画
延
長

整
備
済
延
長

整
備
率

幹
線
街
路

3
8
路
線

6
3
,7
5
0
ｍ

5
4
,7
1
0
ｍ

8
5
.8
0
%

区
画
街
路

4
路
線

1
,6
6
0
ｍ

6
7
0
ｍ

4
0
.4
0
%

特
殊
街
路

1
路
線

6
6
ｍ

6
0
ｍ

9
0
.9
0
%

合
計

4
3
路
線

6
5
,4
7
6
ｍ

5
5
,4
4
0
ｍ

8
4
.7
0
%

●
三
田
市
の
都
市
計
画
道
路
の
整
備
状
況
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３
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
必
要
性

P
.７

（２
）三
田
市
の
都
市
計
画
道
路
の
整
備
状
況

▼
都
市
計
画
道
路
整
備
状
況
（
令
和
６
年
４
月
１
日
時
点
）
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３
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
必
要
性

P
.８
～
９

（３
）三
田
市
に
お
け
る
社
会
情
勢
の
変
化

1
）

人
口
の
動
向

▼
区
分
別
人
口
・
高
齢
化
率
の
推
移

２
）
D
I
D
面
積
及
び
人
口
密
度
の
変
化

▼
三
田
市
の
DI
D地

区
の
面
積
と
人
口
密
度
の
推
移

３
）

自
動
車
の
地
域
内
や
地
域
間
流
動

H2
7現

況
OD
か
ら
R2
2将

来
OD
の
推
移
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３
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
必
要
性

P
.１
０

（
４
）
三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路
に
関
す
る
方
針

1
）

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

JR
、
神
戸
電
鉄
三
田
駅
前
に
お
い
て
、
市
街
地
再
開
発
事
業
と
都
市
計
画
道
路
駅
前
線
、

駅
前
2号

線
、
駅
前
3号

線
の
一
体
的
な
整
備
に
よ
り
、
交
通
機
能
の
増
進
や
歩
行
者
等
の

安
全
・
安
心
の
確
保
を
図
り
ま
す
。

都
市
計
画
道
路
第
二
テ
ク
ノ
線
に
つ
い
て
は
、
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
の
交
通
混
雑
の
解
消
な
ど

、
操
業
環
境
の
向
上
を
図
る
た
め
、
早
期
の
事
業
化
に
向
け
た
検
討
を
進
め
ま
す
。

2
）

長
期
未
着
手
路
線
の
見
直
し

都
市
計
画
道
路
三
輪
下
田
中
線
、
横
山
天
神
線
に
つ
い
て
は
、
円
滑
な
交
通
処
理
機
能
だ

け
で
な
く
、
沿
道
の
土
地
利
用
へ
の
波
及
効
果
、
災
害
時
の
緊
急
輸
送
路
や
避
難
経
路
、

延
焼
防
止
と
し
て
の
機
能
、
事
業
実
現
性
を
考
慮
し
、
整
備
の
必
要
な
区
間
の
検
証
を
行

い
、
事
業
化
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。
ま
た
、
事
業
化
の
見
込
め
な
い
区
間
に
つ
い
て

は
、
そ
の
他
の
長
期
未
着
手
路
線
と
併
せ
て
都
市
計
画
の
見
直
し
を
進
め
ま
す
。
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３
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
必
要
性

P
.１
１

（
５
）
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
必
要
性

都
市
計
画
道
路
を
と
り
ま
く
課
題
と
ま
ち
の
将
来
像

都
市
計
画

道
路
の
課
題

本
市
の
未
着
手
路
線
（
概
成
済
み
路
線
も
含
む
。
）
は
、
当
初
決
定
か
ら
5
0
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る

路
線
が
大
半
を
占
め
ま
す
。
こ
れ
ら
の
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
地
権
者
に
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
建
築

行
為
に
対
し
て
一
定
の
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る
状
態
で
す
。

⇒
今
後
も
事
業
化
の
見
込
め
な
い
都
市
計
画
道
路
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
更
に
長
期
間
の
建
築
制
限
を

受
け
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
未
着
手
、
概
成
済
の
都
市
計
画
道
路
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
整
備

の
必
要
性
及
び
実
現
性
等
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
、
整
備
す
べ
き
で
は
な
い
路
線
（
区
間
）
に
つ

い
て
は
、
計
画
の
廃
止
や
変
更
を
行
う
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
早
期
の
う
ち
に
不
要
な
制
限
を
解
除

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

社
会
情
勢

の
変
化

こ
れ
ま
で
増
加
し
て
き
た
人
口
は
、
減
少
に
転
じ
て
お
り
、
令
和
22
年
の
本
市
の
人
口
は
、
将
来
人
口

推
計
で
は
1
0
万
人
を
下
回
る
予
測
が
さ
れ
て
お
り
、
自
動
車
交
通
量
も
合
わ
せ
て
減
少
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
ま
す
。

⇒
人
口
や
自
動
車
交
通
量
の
減
少
に
応
じ
た
持
続
可
能
な
道
路
交
通
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

ま
ち
づ
く
り
の

方
向
性

三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
は
、
本
市
の
将
来
像
実
現
に
向
け
て
必
要
な
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成
や
、
長
期
未
着
手
路
線
の
見
直
し
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

⇒
中
長
期
的
な
視
点
に
よ
る
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
、
根
幹
と
な
る
施
設
で
あ

る
都
市
計
画
道
路
の
整
備
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
ち
づ
く
り
の
将
来
像
を
踏
ま
え
た
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
が
必
要

-11-



４
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
考
え
方

P
.１
２

（
１
）
基
本
的
な
考
え
方

１
）
本
市
の
将
来
都
市
像
を
踏
ま
え
た
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
に
際
し
て
は
、
本
市
の
将
来
都
市
像
を
踏
ま
え
る
た
め
、
「
第
5次

三
田
市
総
合
計
画
」
（
令
和
4
年
4
月
）
、
「
三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
（
令
和
5
年
4

月
）
等
の
上
位
・
関
連
計
画
と
の
整
合
を
図
り
な
が
ら
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

２
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
た
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

本
市
の
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
各
路
線
の
位
置
づ
け
や
都

市
計
画
道
路
網
全
体
の
配
置
状
況
等
、
各
路
線
の
必
要
性
を
検
証
し
、
見
直
し
理
由
を
明
確
に

し
な
が
ら
進
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

３
）
住
民
へ
の
情
報
提
供
に
配
慮
し
、
住
民
の
理
解
と
合
意
形
成
に
努
め
ま
す
。

都
市
計
画
道
路
は
、
住
民
や
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
都
市
施
設
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
の
必
要
性
や
見
直
し
の
理
由
に
つ
い
て
住
民

へ
の
十
分
な
情
報
提
供
を
行
い
、
合
意
形
成
に
努
め
ま
す
。

４
）
三
田
市
が
主
体
と
な
り
、
関
係
機
関
と
の
協
議
・
連
携
に
よ
り
見
直
し
を
進
め
ま
す
。

地
域
の
実
情
を
最
も
把
握
し
て
い
る
本
市
が
主
体
と
な
り
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
調
整
を
図

り
な
が
ら
見
直
し
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
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４
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
考
え
方

P
.１
３

（
２
）
見
直
し
フ
ロ
ー
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４
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
考
え
方

P
.１
３

（
２
）
見
直
し
フ
ロ
ー
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４
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
考
え
方

P
.１
４

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
5路

線
を
見
直
し
検
討
対
象
路
線
と
し
ま
す
。

▼
見
直
し
検
討
対
象
路
線

（
３
）
見
直
し
判
定
基
準

（
見
直
し
検
討
対
象
路
線
の
抽
出
）
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４
章

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
考
え
方

P
.１
４

（
３
）
見
直
し
判
定
基
準

（
見
直
し
検
討
対
象
路
線
の
抽
出
）

▼
見
直
し
検
討
対
象
路
線
位
置
図
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①
国
道
線

④
横
山
天
神
線

⑤
本
町
西
山
線

②
古
城
線

③
三
輪
下
田
中
線

「
機
能
性
を
有
す
る
路
線
」
の
検
証

「
機
能
代
替
可
能
性
の
検
証
」

①
国
道
線

②
古
城
線

③
三
輪
下
田
中
線

④
横
山
天
神
線

⑤
本
町
西
山
線

③
三
輪
下
田
中
線

④
横
山
天
神
線

⑤
本
町
西
山
線

①
国
道
線

②
古
城
線

⑤
本
町
西
山
線

③
三
輪
下
田
中
線

④
横
山
天
神
線

①
国
道
線

②
古
城
線

存
続

変
更
候
補

ル
ー
ト
、
幅
員
の
変
更

変
更

不
連
続
が
容
認
で
き
る

連
続
が
適
正
と
判
断

廃
止
候
補

廃
止

変
更
の
必
要
性
な
し

変
更
の
必
要
性
あ
り

存
続
候
補

(現
計
画
の
ま
ま
)

現
状
で
は
存
続
が
妥
当
な
路
線

廃
止
検
討
路
線

都
市
計
画
道
路
網
と
し
て
の

不
連
続
な
状
況
に
対
す
る
判
断

路
線
機
能
を
踏
ま
え
た

横
断
面
構
成
の
検
証

【
S
T
E
P
1
】

見
直
し
に
お
け
る
基
礎
条
件
の
整
理

【
S
T
E
P
2
】

客
観
的
な
評
価
項
目
に
よ
る
機
能
検
証

【
S
T
E
P
3
】

地
区
固
有
の
要
素
に
よ
る
検
証

【
S
T
E
P
4
】

廃
止
・
存
続
形
態
の
検
討

幅
員
等
仕
様
変
更
の
必
要
性

「
存
続
判
断
」
妥
当
で
は
な
い

「
必
要
性
を
有
す
る
路
線
」
の
検
証

「
必
要
性
を
有
し
な
い
路
線
」
の
検
証

「
廃
止
判
断
」
妥
当

「
廃
止
判
断
」
妥
当
で
は
な
い

「
存
続
判
断
」
妥
当

「
機
能
性
を
有
し
な
い
路
線
の
検
証
」

機
能
代
替
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
要
幹
線
街
路
：
①
国
道
線
、
②
古
城
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
市
幹
線
街
路
：
④
横
山
天
神
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
助
幹
線
街
路
：
③
三
輪
下
田
中
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
区
画
街
路
：
⑤
本
町
西
山
線

機
能
代
替
不
可

５
章

見
直
し
方
針
（
素
案
）

P
.２
５

ST
EP
1～
ST
EP
4ま

で
の
評
価
結
果
の
概
要
を
以
下
に
示
し
ま
す
。

(そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
結
果
の
詳
細
は
、
P
2
6～
3
0を

参
照
く
だ
さ
い
。
)

（１
）評
価
結
果

評
価
結
果
は
路
線
全
体
と
し
て
の
結
果
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
路
線
内
の
区
間
ご
と
の
方
向
性
に
つ

い
て
は
、
「
（
ST
EP
4）

廃
止
・
存
続
形
態
の
検

討
（
P3
1～
33
）
」
に
お
い
て
示
し
て
い
ま
す
。
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５
章

見
直
し
方
針
（
素
案
）

P
.３
６
～
３
７

（２
）都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針

▼
都
市
計
画
道
路
見
直
し
方
針
図

▼
見
直
し
方
針
の
概
要

①
-1

①
-2

②
-1

②
-2 ③
-1

③
-2

③
-3

④
-2

④
-1

⑤

存
続
区
間

現
行
都
市
計
画
の
ま
ま
、
計
画
の
具
体
化
に
向
け
て
関
係
機
関
と
の

協
議
・
調
整
を
進
め
て
い
く
区
間

存
続
（
継
続
検
討
）区

間
整
備
完
了
と
な
ら
な
い
要
因
と
な
っ
て
い
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、

継
続
し
て
関
係
機
関
と
の
協
議
・
調
整
を
進
め
て
い
く
区
間

変
更
区
間

整
備
実
施
の
可
能
性
を
確
認
し
、
計
画
変
更
（幅
員
、
線
形
等
）の

検
討
を
行
う
区
間

廃
止
区
間

都
市
計
画
の
廃
止
手
続
き
に
向
け
て
、
住
民
説
明
会
の
実
施
や

関
係
機
関
と
の
協
議
・
調
整
を
進
め
て
い
く
区
間

区
分

区
間
数

延
長
（
ｍ
）

対
象
路
線

存
続
区
間

2
72
0

③
-2
　
三
輪
下
田
中
線

④
-2
　
横
山
天
神
線

存
続
（
継
続
検
討
）
区
間

1
43
0

②
-1
　
古
城
線

変
更
区
間

3
5,
11
0

①
-1
　
国
道
線

①
-2
　
国
道
線

②
-2
　
古
城
線

廃
止
区
間

4
1,
79
0

③
-1
　
三
輪
下
田
中
線

③
-3
　
三
輪
下
田
中
線

④
-1
　
横
山
天
神
線

⑤
本
町
西
山
線

合
計

8,
05
0
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５
章

見
直
し
方
針
（
素
案
）

P
２
６
～
３
３
、
P
.３
６
～
３
７

（
２
）
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針

【
路
線
名
：
①
国
道
線
】

検
証
区
間

区
間
①
-1

区
間
①
-2

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
(見

直
し
に
お
け
る
基
礎
条
件
の
整
理
)

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
（
客
観
的
な
評
価
項
目
に
よ
る
機
能
検
証
）

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
（
地
区
固
有
要
素
に
よ
る
検
証
）

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
廃
止
・
存
続
形
態
の
検
証
）

≪
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
検
証
≫

・
主
要
幹
線
街
路

・
路
線
機
能
の
必
要
性
を
有
し
な
い
路
線

廃
止
が
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

等
へ
の
影
響
を
及
ぼ
す
路
線

・
幅
員
構
成
等
の
再
検
討
が
必
要
（
変
更
候
補
）

・
現
状
で
は
存
続
が
妥
当
な
路
線

【
見
直
し
方
針
】

対
象
区
間
：
①
-1
、
①
-2

変
更

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
路
線
の
評
価
結
果
は
、
「
変
更
候
補
」
で
あ
る
。

・
対
象
区
間
は
概
成
済
路
線
で
あ
り
、
車
道
2
車
線
で
供
用
済
み
で
あ
る

。

・
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。

・
一
部
で
は
歩
道
が
不
連
続
・
狭
隘
な
箇
所
が
存
在
す
る
。

・
沿
道
施
設
立
地
の
状
況
等
を
考
慮
し
な
が
ら
、
本
区
間
に
必
要
と
さ
れ

る
機
能
を
踏
ま
え
た
幅
員
構
成
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

区
間
①
-1
及
び
区
間
①
-2
と
も
に
、
「
変
更
」
と
す
る
。

※
変
更
に
伴
う
周
辺
道
路
で
の
交
通
容
量
に
問
題
は
生
じ
な
い
。

各 区 間 ご と に よ る 見 直 し 方 針
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５
章

見
直
し
方
針
（
素
案
）

P
２
６
～
３
３
、
P
.３
６
～
３
７

（２
）都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針

【
路
線
名
：
②
古
城
線
】

検
証
区
間

区
間
②
-1

区
間
②
-2

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
(見

直
し
に
お
け
る
基
礎
条
件
の
整
理
)

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
（
客
観
的
な
評
価
項
目
に
よ
る
機
能
検
証
）

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
（
地
区
固
有
要
素
に
よ
る
検
証
）

≪
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
検
証
≫

・
主
要
幹
線
街
路

・
路
線
機
能
の
必
要
性
を
有
し
な
い
路
線

・
現
状
で
は
存
続
が
妥
当
な
路
線

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
廃
止
・
存
続
形
態
の
検
証
）

廃
止
が
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

等
へ
の
影
響
を
及
ぼ
す
路
線

・
幅
員
構
成
等
の
再
検
討
が
必
要
（
変
更
候
補
）

【
見
直
し
方
針
】

対
象
区
間
：
②
-1

存
続

(継
続
検
討
)

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
路
線
の
評
価
結
果
は
、
「
変
更
候
補
」
で
あ
る
。

・
対
象
区
間
は
概
成
済
路
線
で
あ
り

、
車
道
2
車
線
で
供
用
済
み
で
あ
る

。
・
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。

・
一
部
で
は
歩
道
が
不
連
続
・
狭
隘
な
箇
所
が
存
在
す
る
。

・
沿
道
施
設
立
地
の
状
況
等
を
考
慮
し
な
が
ら
、
本
区
間
に
必
要
と
さ
れ

る
機
能
を
踏
ま
え
た
幅
員
構
成
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

・
新
設
（
改
良
）
す
る
場
合
の
道
路
と
鉄
道
の
交
差
方
式
は
、
原
則
「
立

体
交
差
」
が
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

区
間
②
-1
は
、
「
存
続
（
継
続
検
討
）
」
と
し
、
継
続
し
て
関
係
機
関
と

交
差
方
式
等
に
つ
い
て
協
議
・
調
整
を
進
め
る
。

各 区 間 ご と に よ る 見 直 し 方 針

【
見
直
し
方
針
】

対
象
区
間
：
②
-2

変
更

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
路
線
の
評
価
結
果
は
、
「
変
更
候
補
」
で
あ
る
。

・
対
象
区
間
は
概
成
済
路
線
で
あ
り

、
車
道
2
車
線
で
供
用
済
み
で
あ
る

。
・
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。

・
一
部
で
は
歩
道
が
不
連
続
・
狭
隘
な
箇
所
が
存
在
す
る
。

・
沿
道
施
設
立
地
の
状
況
等
を
考
慮
し
な
が
ら
、
本
区
間
に
必
要
と
さ
れ

る
機
能
を
踏
ま
え
た
幅
員
構
成
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

区
間
②
-2
は
、
「
変
更
」
と
す
る
。

※
変
更
に
伴
う
周
辺
道
路
で
の
交
通
容
量
に
問
題
は
生
じ
な
い
。
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５
章

見
直
し
方
針
（
素
案
）

P
２
６
～
３
３
、
P
.３
６
～
３
７

（
２
）
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針

【
路
線
名
：
③
三
輪
下
田
中
線
】

検
証
区
間

区
間
③
-1 区

間
③
-2

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
(見

直
し
に
お
け
る
基
礎
条
件
の
整
理
)

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
（
客
観
的
な
評
価
項
目
に
よ
る
機
能
検
証
）

≪
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
検
証
≫

・
補
助
幹
線
街
路

・
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け

が
あ
る
路
線

・
路
線
機
能
の
必
要
性
を
有
す
る
路
線区

間
③
-3

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
（
地
区
固
有
要
素
に
よ
る
検
証
）

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
廃
止
・
存
続
形
態
の
検
証
）

文
化
財
や
景
観
に
与
え
る
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
路
線

河
川
や
鉄
道
等
に
与
え
る
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
路
線

縦
断
線
形
等
道
路
構
造
上
の
問
題
を
抱
え
る
路
線

・
都
市
計
画
道
路
網
と
し
て
連
続
性
の
維
持
が
必
要
な
路
線

(変
更
候
補
)

・
廃
止
検
討
路
線

【
見
直
し
方
針
】

対
象
区
間
：
③
-1
、
③
-3

廃
止

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
路
線
の
評
価
結
果
は
、
「
変
更
候
補
」
で
あ
る
。

・
対
象
区
間
は
未
整
備
路
線
で
あ
る
。

・
区
間
③
-
1に

は
、
歴
史
的
資
源
が
存
在
し
て
い
る
。

・
区
間
③
-
3
に
は
、
神
戸
電
鉄
と
の
立
体
交
差
の
計
画
が
あ
り
、
整
備
に

あ
た
っ
て
縦
断
線
形
等
道
路
構
造
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
ま
た
、
鉄

道
の
付
け
替
え
も
発
生
し
、
他
施
設
へ
の
影
響
が
大
き
い
。

区
間
③
-1
及
び
区
間
③
-3
は
、
「
廃
止
」
と
す
る
。

※
廃
止
に
伴
う
周
辺
道
路
で
の
交
通
容
量
に
問
題
は
生
じ
な
い
。

各 区 間 ご と に よ る 見 直 し 方 針

【
見
直
し
方
針
】

対
象
区
間
：
③
-2

存
続

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
路
線
の
評
価
結
果
は
、
「
変
更
候
補
」
で
あ
る
。

・
対
象
区
間
は
未
整
備
路
線
で
あ
る
。

・
「
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
位
置
づ
け
が
あ
る
。

・
ま
ち
な
か
の
回
遊
性
向
上
等
、
三
田
駅
周
辺
の
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
空
間

形
成
に
寄
与
す
る
区
間
で
あ
る
。

区
間
③
-2
は
、
「
存
続
」
と
す
る
。
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５
章

見
直
し
方
針
（
素
案
）

P
２
６
～
３
３
、
P
.３
６
～
３
７

（２
）都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針

【
路
線
名
：
④
横
山
天
神
線
】

検
証
区
間

区
間
④
-2

区
間
④
-1

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
(見

直
し
に
お
け
る
基
礎
条
件
の
整
理
)

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
（
客
観
的
な
評
価
項
目
に
よ
る
機
能
検
証
）

≪
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
検
証
≫

・
都
市
幹
線
街
路

・
路
線
機
能
の
必
要
性
を
有
す
る
路
線

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
（
地
区
固
有
要
素
に
よ
る
検
証
）

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
廃
止
・
存
続
形
態
の
検
証
）

河
川
や
鉄
道
等
に
与
え
る
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
路
線

縦
断
線
形
等
道
路
構
造
上
の
問
題
を
抱
え
る
路
線

・
都
市
計
画
道
路
網
と
し
て
連
続
性
の
維
持
が
必
要
な
路
線

（
変
更
候
補
）

・
廃
止
検
討
路
線

各 区 間 ご と に よ る 見 直 し 方 針

【
見
直
し
方
針
】

対
象
区
間
：
④
-1

廃
止

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
路
線
の
評
価
結
果
は
、
「
変
更
候
補
」
で
あ
る
。

・
対
象
区
間
は
未
整
備
路
線
で
あ
る
。

・
区
間
④
-1
に
は
、
神
戸
電
鉄
と
の
立
体
交
差
の
計
画
が
あ
り
、
整
備
に

あ
た
っ
て
縦
断
線
形
等
道
路
構
造
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

区
間
④
-1
は
、
「
廃
止
」
と
す
る
。

※
廃
止
に
伴
う
周
辺
道
路
で
の
交
通
容
量
に
問
題
は
生
じ
な
い
。

【
見
直
し
方
針
】

対
象
区
間
：
④
-2

存
続

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
路
線
の
評
価
結
果
は
、
「
変
更
候
補
」
で
あ
る
。

・
対
象
区
間
は
未
整
備
路
線
で
あ
る
。

・
「
都
市
幹
線
街
路
」
で
あ
り
、
都
市
の
骨
格
の
形
成
に
寄
与
す
る
区
間

で
あ
る
。

・
地
区
内
の
自
転
車
・
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
連
続
性
に
寄
与
す
る
区

間
で
あ
る
。

区
間
④
-2
は
、
「
存
続
」
と
す
る
。
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５
章

見
直
し
方
針
（
素
案
）

P
２
６
～
３
３
、
P
.３
６
～
３
７

（２
）都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針

【
路
線
名
：
⑤
本
町
西
山
線
】

検
証
区
間

区
間
⑤

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
(見

直
し
に
お
け
る
基
礎
条
件
の
整
理
)

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
（
客
観
的
な
評
価
項
目
に
よ
る
機
能
検
証
）

≪
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
検
証
≫

・
区
画
街
路

・
路
線
機
能
の
必
要
性
を
有
す
る
路
線

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
（
地
区
固
有
要
素
に
よ
る
検
証
）

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
廃
止
・
存
続
形
態
の
検
証
）

文
化
財
や
景
観
に
与
え
る
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
路
線

公
共
・
公
益
施
設
や
商
店
街
等
に
与
え
る
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
路
線

廃
止
の
要
望
が
あ
る
路
線

・
廃
止
さ
れ
て
も
既
存
の
都
市
計
画
道
路
網
で
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
る
路
線
（
廃
止
候
補
）

・
廃
止
検
討
路
線

【
見
直
し
方
針
】

対
象
区
間
：
⑤

廃
止

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
路
線
の
評
価
結
果
は
、
「
廃
止
候
補
」
で
あ
る
。

・
対
象
区
間
は
概
成
済
路
線
（
一
方
通
行
）
で
あ
り
、
沿
道
に
は
住
居
が

連
担
す
る
他
、
歴
史
的
風
致
（
歴
史
的
な
街
並
み
）
が
存
在
す
る
。

・
対
象
区
間
は
三
田
本
町
通
り
セ
ン
タ
ー
街
と
重
複
し
て
い
る
。

区
間
⑤
は
、
「
廃
止
」
と
す
る
。

※
廃
止
に
伴
う
周
辺
道
路
で
の
交
通
容
量
に
問
題
は
生
じ
な
い
。
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６
章

見
直
し
の
進
め
方
に
つ
い
て

P
.３
８

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
に
向
け
、
以
下
の
フ
ロ
ー
で
進
め
て
い
き
ま
す
。
今
後
は
、
個
別

路
線
の
見
直
し
方
針
（
素
案
）
に
示
し
た
方
向
性
に
沿
っ
て
、
具
体
的
な
変
更
計
画
を
検
討

・
立
案
し
、
関
係
機
関
と
十
分
に
調
整
し
な
が
ら
、
住
民
等
利
害
関
係
人
の
合
意
形
成
が
得

ら
れ
た
路
線
か
ら
都
市
計
画
変
更
の
手
続
き
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

都
市
計
画
道
路
見
直
し
方
針
案

都
市
計
画
道
路
見
直
し
方
針
の
策
定

都
市
計
画
の
変
更

関
係
機
関
協
議

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
・
説
明
会

関
係
行
関
協
議

住
民
等
利
害
関
係
人
の
合
意
形
成
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